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案 件

１ 議案

  （１）議案第２１号 立川市いじめ防止基本方針について

  （２）議案第２２号 社会教育委員の委嘱について

２ 協議

  （１）教育委員会の点検・評価について

  （２）図書館の臨時休館について

３ 報告

  （１）今年度の通学路安全等に関する取組みについて

４ その他
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平成２６年第１２回立川市教育委員会定例会議事日程

  平成２６年６月２６日

２０８＆２０９会議室

１ 議案

  （１）議案第２１号 立川市いじめ防止基本方針について

  （２）議案第２２号 社会教育委員の委嘱について

２ 協議

  （１）教育委員会の点検・評価について

  （２）図書館の臨時休館について

３ 報告

  （１）今年度の通学路安全等に関する取組みについて

４ その他



- 4 -

午後３時３０分

     ◎開会の辞

○福田委員長 ただいまから、平成26年第 12回立川市教育委員会定例会を開会いたします。

  はじめに、署名委員の指名を行います。署名委員に伊藤委員、お願いいたします。

○伊藤委員 はい。

○福田委員長 次に、議事内容の確認を行います。本日は、議案2件、協議2件、報告 1件で

ございます。その他は議事進行過程で確認いたします。

次に、出席者の確認を行います。新土教育部長、お願いいたします。

○新土教育部長 本日の立川市教育委員会定例会の出席管理職でございますが、教育部長、教

育総務課長、学務課長、指導課長、桐井統括指導主事、特別支援教育課長、学校給食課長、

生涯学習推進センター長、図書館長でございます。

    

     ◎議  案

     （１）議案第２１号 立川市いじめ防止基本方針について

○福田委員長 それでは、議案に入ります。

議案第 21号、立川市いじめ防止基本方針について、を議案とします。

お手元の4枚綴りの資料、立川市いじめ防止基本方針（案）をご参照願います。

泉澤指導課長、ご説明等お願いいたします。

○泉澤指導課長 それでは、立川市いじめ防止基本方針について、ご説明いたします。

前回、骨子という形で方向性をお示しし、具体的な内容についてご協議いただくものでご

ざいます。

まず表紙をめくっていただきまして1ページ目でございますが、こちらで「基本方針策定

の意義」や「いじめの定義」について、条例を踏まえて作成させていただいております。

Ⅲとして「いじめの禁止」ということを明確にお示ししました。全ての子どもは、いじめ

を行ってはならないということ、また、いじめを観衆したり傍観することも行ってはならな

いということで、明確にここでお示ししました。

Ⅳとして「いじめ問題への基本的な考え方」ということでお示ししております。ここでは、

いじめは、全ての子どもに関する問題であり、また、どの学校でも起こり得ることであると

いう認識の下で、市、学校、保護者、地域社会が連携していじめをなくしていくということ

を基本的な考え方にしております。2ページ目には、市、学校、家庭、3ページ目に地域社会

でのそれぞれについて、どのような考え方でいじめ問題に対応していくのかということを記

載しております。

まず、市では、いじめに関する施策や取組を検証しながら、また、いじめに防止に向けた

取組を着実に行い、情報発信をしていくということが主な役割と考えております。学校につ

いては、子どもたちにいじめを正しく理解させること、そして絶対に許されないことである
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ということを指導しているとともに、いじめられた子やいじめがあると訴え出た子どもたち

を守ること、また、いじめに対して組織的に対応して解決に向けて取り組んでいくというこ

とを基本的な考え方としております。家庭につきましても、家庭でそれぞれの子どもたちに

いじめは絶対に許されないものであるということを正しく認識させるとともに、学校と連携

していじめを解消していくということを基本的な考えとしてお示ししました。地域社会につ

いてでございますが、条例でも謳っておりますけれども、社会全体で子どもを守っていくと

いうことで、市民や事業者も含めて子どもを日頃から見守り、いじめを許さない、見逃がさ

ない社会づくりをしていくということを基本的な考え方においてご協力をお願いするもので

ございます。

Ⅴとして「市における取組」ということで具体的なものをお示しいたしました。1として、

立川市いじめ防止対策審議会を設置するということで、こちらは教育委員会の附属機関とし

て設置してまいります。実態把握や市の施策、取組について検証して、いじめをなくすこと

について審議していくとともに、重大事態が発生した場合に調査を行うことを主な役割とし

ております。2 として、立川市いじめ問題調査委員会を設置するということで、こちらは重

大事態が発生した場合に設置することができると条例でも謳っておりますので、基本方針の

中にも入れさせていただいたところでございます。3 として、具体的な取組ということで、

専門的な知識を有する者を派遣することや、市としていじめ防止に向けた事業はどのような

ことをやるのかという辺り、研修会や講演会、これまでも行っているいじめ解消・暴力根絶

旬間を引き続き行うとともに、いじめの悩み相談レターを活用していくこと、相談体制を整

備していくこと、実際の市内のいじめの実態を調査していくということを主な取組としてい

ます。

Ⅵとして「学校における取組」ということでお示ししました。市の基本方針を踏まえて、

学校で学校いじめ防止基本方針を策定することになりますので、そのことを1で明記し、具

体的な組織や取組について 2、3の中でお示ししたところでございます。設置については通常

の校内組織を設置すること、重大事態が発生した場合にどのような組織をつくるのかという

あたりを載せております。具体的な取組の中では、未然防止、早期発見、早期対応、重大事

態への対処という 4つの項目に分けまして、教育活動の中で指導するものやアンケートの実

施、実際に発見した場合の対応策として学校で指導方針をしっかり定めて、職員の共通理解

として連携しながら指導をしていくことを明記したものでございます。また、関係機関との

連携についても後段のほうにお示しするとともに、専門家を市として派遣していくという辺

りも示させていただいております。

Ⅶとして「その他」のところで個人情報の取扱いを条例の中で謳っておりますので、基本

方針の中でも改めて個人情報の保護やその取扱いについてふれたところでございます。

説明は以上でございます。

○福田委員長 ご説明ありがとうございました。議案第 21号、立川市いじめ防止基本方針につ

いての説明を終了します。議案第 21号につきましては、先般の5月議会において可決されま
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した立川市子どものいじめ防止条例を受けまして、教育委員会としての基本方針を策定する

というものでございます。前回、骨子も含めてこれまでも協議を重ねてまいりましたけれど

も、今回最終のご協議をいただき、決定するという運びになります。

これより質疑及び協議に移ります。全体を通してのご質疑をお願いいたします。

田中委員、お願いします。

○田中委員 ただいま泉澤指導課長から立川市いじめ防止基本方針の概要説明がありました。

立川市、学校、家庭、地域社会、それぞれの役割、責任を明確にしながらより的確に作られ

たいじめ防止基本方針だと思いますので、是非この方向で決定をお願いしたいと思います。

  私から2つほどお願いがあります。「市における取組」の中の 3いじめ防止に関する具体的

な取組、この中の（2）です。いじめ防止等に向けた事業で、教職員を対象としたいじめ防止

に関する研修会を実施する、これを踏まえていじめの悩み相談レターの取組を年間通して実

施する、これら 4点掲げて、いずれも大事ないじめ防止に向けた事業だと思います。ただ、

今後この方針を運用する上で、もう少し具体的な取組が出てくれば、できればそれも考慮し

ていただきたいと思います。

あとは運用上の問題です。例えば子どもにいじめ防止についての意見発表会を行うとか、

あるいは標語を募集するとか、いじめ防止に関するポスターを作るとか、そんなことも今後

運用する中でご検討いただきたいということが 1点です。

  あと、泉澤指導課長からもありましたけれど個人情報のこと、極めて大事だと思います。

いじめ問題の対応にあたって市条例第 16条の規定によりいじめに関する通報及び相談、もう

1 つはいじめへの対応に関係した市、学校、保護者、市民及び事業者等の関係者は守秘義務

を負い、当該事案について知り得た個人情報の保護及び取扱いに万全を期さなければならな

い、このことは極めて大事なことで、このことを周知徹底しないといじめをより大きくする

要因になりますから、是非その辺りの周知徹底のためにご尽力いただくようお願い申し上げ

ます。よろしくお願いします。

○福田委員長 2 点ほどご質問とご要望がございましたが、いじめの根絶といいますかいじめ

の防止に向けての啓発活動の工夫を、できる範囲で、子どもたちがよく理解できるような形

でもし何かありましたら、いかがですか。

○泉澤指導課長 子どもたちだけでなく、今回、市民の皆様や事業者の皆様にもご協力いただ

くということでチラシを作りまして、様々な教育活動でお手伝いをいただく皆様に手渡しを

するようなことや、様々な公共の施設にもそうしたものを置いて市民の皆様には啓発を図っ

ていきたいと思っています。

田中委員にご指摘いただきました子どもたちへの具体的な取組についてはこの中で謳って

おりませんけれども、今後準備が整い次第できるものはやって、子どもたちの意識を高めて

いきたいと考えております。

○福田委員長 私から1点、いじめ防止条例のもとに基本方針を策定したわけでございますけ

れども、条例と基本方針を作ったからといっていじめが根絶されるとは限らない、抑止策に
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はなると思います。やはり学校教育の中で一番大事なことというのは、子どもの意識をどの

ように変えていくか。それは日々の先生方を中心とした子どもたちとのふれあい、また子ど

もたち同士のふれあい、特に一番大事な人間の尊厳を大切にするということを全教育活動、

生活の中において常に指導といいますか見守っていく必要があると私は思っていますので、

特に行政、学校、家庭そして関係機関、地域との連携をさらにお願いしたいと思っています。

  ほか、ございますか。

              〔「ありません」との声あり〕

○福田委員長 それでは議案第 21号、立川市いじめ防止基本方針についての協議を終了します。

議案第 21号、立川市いじめ防止基本方針について、お諮りします。

  ご提案のとおり承認することにご異議ございませんか。

              〔「異議なし」との声あり〕

○福田委員長 異議なしと認めます。よって、議案第21号、立川市いじめ防止基本方針につい

ては承認されました。資料の立川市いじめ防止基本方針の案を削除願います。

    

    ◎議  案

     （２）議案第２２号 社会教育委員の委嘱について

○福田委員長 次に、議案第 22号、社会教育委員の委嘱について、を議案とします。

  お手元の2枚綴りの資料、立川市社会教育委員の委嘱についてをご参照願います。

浅見生涯学習推進センター長、ご説明等お願いいたします。

○浅見生涯学習推進センター長 議案第 22号、立川市社会教育委員の委嘱について、ご説明い

たします。

  平成 26年 6月 12日に開催された第 11回教育委員会定例会において、今後の立川市生涯学

習推進体制の充実についてご協議いただきました。その際ご説明したとおり、第27期社会教

育委員は今月6月をもって任期満了となり、第28期社会教育委員は引き続き第 27期の委員

に委嘱いたします。

委員は、第 27期の委員 14名全員から再任の了承をいただいており、補欠委員はおりませ

ん。また、立川市社会教育委員に関する条例第 2条で規定する委員の定数及び委嘱の基準も

満たしております。職務については、9月と11月の 2回、社会教育委員の会議を開催し、立

川市生涯学習推進体制の充実について議論をしていただきます。議論の結果を踏まえて、生

涯学習推進審議会条例の改正に係る参考とさせていただきます。社会教育委員には、第 11

回教育委員会定例会の協議を踏まえ、6 月 19 日に開催した第 27 期の最終会議において、今

後の体制及びスケジュール等をご説明し、ご了承いただきました。

  委員の任期については、立川市社会教育委員に関する条例第3条において2年と規定され

ております。文書法政課と協議し、条例の規定では任期は平成28年 6月 30日までといたし

ますが、3 月に予定しております条例の廃止をもって委員の職を解く形となります。社会教

育委員の設置については、社会教育法第15条第 1項において、都道府県及び市町村に社会教
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育委員を置くことができると規定されており、第2項において、社会教育委員は教育委員会

が委嘱すると規定されております。第 28期の社会教育委員について、議案第 22号としてご

審議をお願い申し上げます。

  以上で説明を終了いたします。

○福田委員長 ご説明ありがとうございました。議案第 22号、社会教育委員の委嘱についての

説明を終了します。議案第 22号の要旨は、社会教育委員の任期切れに伴い、新たな委員の委

嘱についてでございます。本議案につきましては、前回の協議事項で立川市生涯学習推進体

制の充実についてでご協議をいただき、ご承認いただいているところでございます。

  これより質疑及び協議に移ります。ご質疑をお願いいたします。

              〔「ありません」との声あり〕

○福田委員長 議案第22号、社会教育委員の委嘱についての協議を終了します。

議案第 22号、社会教育委員の委嘱について、お諮りします。

  ご提案のとおり承認することにご異議ございませんか。

              〔「異議なし」との声あり〕

○福田委員長 異議なしと認めます。よって、議案第22号、社会教育委員の委嘱について、は

承認されました。

    

    ◎協  議

     （１）教育委員会の点検・評価について

○福田委員長 次に、協議に入ります。

協議（1）教育委員会の点検・評価について、を協議とします。

お手元の資料、教育委員会の点検・評価、教育委員会評価（案）をご参照願います。

  はじめに一括して、栗原教育総務課長、ご説明等お願いいたします。

○栗原教育総務課長 それでは、教育委員会の点検・評価について、ご説明します。

  今までの経過でございますが、前2回の教育委員会定例会で教育委員会活動及び分野別個

別計画の施策に対する事務局評価をご説明いたしました。6月 19日までに事務局評価に対す

る教育委員の皆様からの評価、コメントをまとめたものが本日の資料となります。いただき

ました評価とコメントにつきましては、それぞれの評価表の一番下の枠内に記載しておりま

す。評価につきましては、事務局評価の修正に関するものと、施策等に対する意見に大別さ

れ、意見につきましては、その趣旨が既に文言等に反映されているものと判断したものにつ

きましては事務局評価を修正していないものもございます。なお、今回の資料で修正した箇

所につきましては下線で表示をしております。教育委員の皆様からいただいた修正案が前回

から再度内容を事務局で精査し修正した箇所、また、実績についても修正を加えた箇所がご

ざいます。

  それでは、修正した箇所を中心としてご説明いたします。まず、教育委員会活動の点検・

評価でございます。資料の4ページをお開きください。それぞれ評価表について、修正箇所
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等についてご説明いたします。

  「教育委員会の会議の運営に関すること」でございます。

ここにつきましては、修正は加えておりません。

  5ページ、「教育委員会の会議の公開等に関すること」でございます。

  意見がございますが、これにつきましては元々の文章のほうの趣旨が反映されていると考

え、修正をしておりません。

  6ページ、「教育委員会と事務局との連携に関すること」でございます。

これにつきましても修正箇所はございません。

  7ページ、「教育委員会と市長との連携に関すること」でございます。

ここにつきましては、今後の方向性の文章につきまして、現時点で既に教育委員会制度の

改正を含んだ法改正案が成立していますので、その旨を追加いたしました。内容は下線のと

おりでございます。

  8ページ、「教育委員会会議の充実に向けた委員の研鑽に関すること」でございます。

ここも意見をいただいていますが、この趣旨については反映されているものとして修正は

しておりません。   

  9ページ、「学校及び教育施設に関すること」でございます。

ここにつきましては、委員からの修正案を反映し、今後の方向性、下線のように修正を加

えております。

  10ページ、11ページからは実績データになりますが、前回の教育委員会でご指摘いただき

ました番号が間違っていたところがございます。11 ページ一番上の 5、12 ページの 6、7 に

つきましては正しい番号に修正させていただきました。

  教育委員会の活動に対する点検・評価表の修正の説明については以上でございます。

○福田委員長 それでは4ページから9ページ、教育委員会活動の点検・評価のご質疑をお願

いいたします。特に修正点につきまして、ご質疑いかがですか。

田中委員、お願いします。

○田中委員 各教育委員の意見を反映しながら、文言について修正していただきましてありが

とうございました。

1点だけお伺いしたいのですが、8ページの「教育委員会会議の充実に向けた委員の研鑽に

関すること」です。外部機関の研修などの活用も含めて、前回も私から質問させていただき

ましたが、1 例か 2 例を挙げたほうがより具体的に分かりやすいのではないかと思います。

と申しますのは、これまで私どもが東京都市町村教育委員会連合会主催の外部研修、これら

の課外研修で実施してきたところですけれども、これ以外に事務局で考えていらっしゃる外

部の機関の研修についてはどうお考えですかということで幾つか申し上げられましたね。そ

の中で顕著なものを 1つぐらい取り上げて外部研修にしてはどうかということで申し上げま

したが、それも必要ないというのであれば、私はこのとおりで結構です。

○福田委員長 外部機関の研修の事例を1つぐらい挙げたらどうでしょうかというご提案でご
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ざいますが、いかがですか。

○栗原教育総務課長 それについてはこちらで検討して、対応させていただきます。

○福田委員長 検討するということでございますね。

ほか、ございますか。

              〔「ありません」との声あり〕

○福田委員長 次に移ります。Ⅱの14ページから 28ページの学校教育振興基本計画のご説明

をお願いします。

○栗原教育総務課長 学校教育振興基本計画に係るそれぞれの施策の評価でございます。

  14ページ、「人権尊重の精神と社会の一員としての自覚の育成」の 1「人権教育や道徳教育、

自立した個人を育てる教育の推進」でございます。

これにつきましては、意見をいただいております。その趣旨については以前の文章の中で

反映されているものと考えております。修正は加えておりません。

  16ページ、2「心とからだの健康づくりの推進」でございます。

ここにつきましては修正がございます。2 番の評価の施策の取組状況のところでございま

す。前回の定例会で委員より意見をいただいた「学校保健会と協力」、この関係の文言を追加

させていただいています。また、今後の方向性のところにつきましても、「アスリートによる

実技指導を活かして」ということで文言を追加しています。

  18ページ、3「いじめや不登校などの相談機能の充実」でございます。

委員から意見をいただいております。これにつきましても従前のコメントの中にその趣旨

が反映されているものとして修正は加えていません。19 ページ、データの修正があります。

2 の適応指導教室、それぞれ「おおぞら」「たまがわ」、通級児童・生徒数、在籍校への復帰

者数、数字を修正させていただいております。また、3 の各種支援員の配置、ハートフルフ

レンドの派遣につきましても利用児童・生徒数につきましては現在集計中でございますので、

早急に集計しまして数字を表したいと考えております。

  20 ページ、「豊かな個性と創造力を伸ばす教育の推進」、1「豊かな個性と創造力を伸ばす

教育の推進」でございます。

ここにつきましては、今後の方向性のところで「図っていく」という形で文言修正をして

おります。それと教育委員の評価とコメントのところで、1 名の委員より評価について、Ｂ

からＡということでの変更の意見をいただいているところでございます。

  22ページ、2「特別支援教育の推進」でございます。

  ここにつきましても意見がございますが、この趣旨については反映されているということ

で修正をしていません。

  24ページ、3「学校給食の充実」でございます。

  ここにつきましては事務局からの修正がございます。成果・課題のところ、それぞれ下線

を引いたところにつきまして文言の修正、追記をさせていただいております。25ページの実

績の中で修正がございます。4 の食教育支援指導事業でございますが、実施クラス数及び栄
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養士支援回数につきまして修正を加えております。

26ページ、3「市民の教育参加と学校改革の推進」、1「市民の教育参加と学校改革の推進」

でございます。

これにつきましても修正を加えております。今後の方向性、多面的のあとに「計画的」と

いう文言を追加させていただいています。それとともに、教育委員の評価につきましてもＢ

評価に修正という意見をいただいているところでございます。

28ページ、2「安全で快適な教育環境の整備」ございます。

ここにつきましても修正を加えております。施策の取組状況のところで、学校ホームペー

ジの再構築について取組を追記いたしています。またそれに関連して、今後の方向性のとこ

ろにつきましても、下線のとおり、学校ホームページについての記述を加えているところで

ございます。また、最後の行で計画的に進めていくということで文言を修正しております。

29ページ、この施策の実績についてもデータを修正したところがございます。1の小学校施

設営繕・改修事業、2 の中学校施設営繕・改修事業、それぞれ改修事業の校数、件数につい

て修正をしております。

○福田委員長 ありがとうございました。14 ページから 28 ページでございます。学校教育振

興基本計画のご質疑をお願いいたします。特に下線部について何かご質疑をお願いします。

  はい、田中委員。

○田中委員 下線部については事務局で適切に修正していただいてありがとうございました。

私から 1点だけ確認ですが、15ページの写真の部分、あと、29ページの第一小学校の建替

事業、この2枚の写真についてはどのような内容でどう考えていらっしゃるのか、その辺り

の説明をお願いします。

○福田委員長 15ページの写真については、指導課長のほうで何かございますか。

○泉澤指導課長 道徳に関すること、人権教育に関するところで探しているところです。大変

申し訳ございません。急いで選びたいと思います。

○福田委員長 次に 29ページ、第一小学校の建替事業でございます。これについては栗原教育

総務課長、お願いします。

○栗原教育総務課長 一小の建替事業につきまして、現在、一部分が既にシートがはずれて一

時的に校舎棟が出るような状況になっています。日々そこは変化をしている状況でございま

すが、一旦は仮置きで現況の写真を載せていただきまして、最終的に議会の文教委員会に報

告する際にはシートがとれた直近のデータに直したいと考えています。

○福田委員長 私は、施策の実績を非常に具体的に明確に、そして写真を入れるとなるとより

分りやすく大変高く評価しているところです。是非、直近の写真も含めてお願いいたします。

ほか、ございませんか。

              〔「ありません」との声あり〕

○福田委員長 それでは、次に 30ページから 38ページでございます。第 4次生涯学習推進計

画のご説明をお願いいたします。
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○栗原教育総務課長 第4次生涯学習推進計画に関する施策についてでございます。

  30ページ、4「生涯学習は子どもから（生涯学習の基礎づくり）」でございます。

ここにつきましては意見をいただいておりますが、これは文章のほうに反映されていると

判断しまして修正は加えておりません。

  32ページ、5「生きがいをめざす楽しい学習（学習の場と機会の提供）」でございます。

  ここにつきましては修正をしております。成果・課題のところ、下線が引かれているとこ

ろでございますが、講座の数、参加の人数、それとともに課題の説明文を修正したところで

ございます。また、今後の方向性につきましても下線のとおり文言を追加しております。

  34ページ、6「ふれあいで新しい生活創造へ（いきいき地域活動）」でございます。

この施策につきましても修正をしております。成果・課題の下線で示しているところでご

ざいます。事務局での追加です。団塊世代を中心としたということで「展開する必要がある」

という文言を追加しております。

  36ページ、「学びのきっかけづくり（生涯学習情報の提供）」でございます。

ここにつきましては修正がございます。今後の方向性につきましては、それぞれ情報の発

信媒体として具体的な例を載せさせていただいています。また評価のところでございますが、

事務局評価はＣ評価でございましたが、ＣからＢ評価へという意見を 3名の委員からいただ

いております。これにつきましてはご協議を是非お願いしたいところでございます。

  38ページ、8「生涯学習推進基盤の充実」でございます。

ここにつきましては文言等の修正はございませんが、1 名の委員からＢ評価からＡ評価へ

ということでの変更修正が出ております。

○福田委員長 ありがとうございました。それでは、30 ページから 38 ページの第 4 次生涯学

習推進計画のご質疑をお願いいたします。最初に 36ページをお願いします。「学びのきっか

けづくり（生涯学習情報の提供）」でございますが、事務局評価はＣとなっておりますけれど

も、ＣからＢへというこれについてご質疑をお願いいたします。

  はい、田中委員。

○田中委員 これについて私もＣではなくてＢ評価にしてはどうかと思います。成果・課題を

ご覧になってお分かりのように、情報誌「きらり・たちかわ」を年4回発行しています。ご

承知のように平成 23、24、25年と内容が充実しています。しかも市民に分かりやすい、写真

も非常に工夫されています。市の広報あるいは市のホームページにも情報提供もされていま

す。そういう中でＩＣＴの活用を今後検討していくことが課題であるということですが、こ

れまでの従前の経過、実績を見た場合に、Ｃ評価でなくてＢ評価でいいのではないかと思っ

ているので、是非その方向でご検討いただきたいと思います。

○福田委員長 伊藤委員、いかがですか。

○伊藤委員 私も、今までの情報提供は必ずしも不足というわけではなくて、より新しい媒体

を使ってこれから考えていこうということは、それはそれでよろしいと思いますけれど、現

在のこととしてはＢ評価でいいのではないかと思います。
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○福田委員長 平山委員、いかがですか。

○平山委員 概ねきちんと情報提供をされておりますし、内容もきちんと充実したものがござ

いますので、Ｂ評価でいいのではないかと思います。

○福田委員長 Ｂということです。

  小町教育長、いかがですか。

○小町教育長 私としては事務局評価ということで全ページにわたりまして事務局と一緒に評

価を見直してきました。この中で事務局としてはまだ課題があるという意味でＣをつけさせ

ていただきましたけれども、委員の皆様のご指摘がそのようなことであればＢということで、

なおかつ今後の方向性の中で残った課題を明記してございますので、それを含みこんだＢと

いうことでよろしいと思います。

○福田委員長 それでは、皆様のご承認であれば、「Ｂ」でお願いいたします。

ほか、ございますか。

              〔「ありません」との声あり〕

○福田委員長 次に 40ページから48ページ、第3次スポーツ振興計画につきましてのご説明

をお願いいたします。

○栗原教育総務課長 40 ページ、9「市民力と連携したスポーツの振興」でございます。

  ここにつきましては、修正はございません。

  42ページ、10「ニーズの多様化に対応した新たな事業の展開」でございます。

  ここにつきましてはご意見をいただいております。これにつきましては反映されているも

のと判断をして修正は加えておりません。

  44ページ、11「健康づくりの推進」でございます。

ここにつきましても意見をいただいておりますが、それは反映されているものと判断をし

ております。  

  46ページ、12「関連行政分野との連携の強化・協働事業の実施」でございます。

ここにつきましては、修正はございません。

  48ページ、13「スポーツ施設の利用拡大及び整備・充実」でございます。

ここにつきましても個別、具体的な団体名を追記するといった意見をいただいております

が、これについては修正を加えておりません。  

  以上でございます。

○福田委員長 それでは、40 ページから 49 ページまでの第 3 次スポーツ振興計画のご質疑を

お願いいたします。

  はい、田中委員。

○田中委員 48ページのスポーツ施設の利用拡大及び整備・充実、これについてお示しした独

立特定営利活動法人立川市体育協会の役割は相当大きいと思います。この団体を考慮しない

での利用拡大と整備・充実は極めて困難ではないかと思い、私はあえてこれを示しましたが、

これについてはまた事務局のほうでご検討いただいて、事務局に一任いたしますので、よろ
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しくお願いします。

○福田委員長 連携をとっていただいて、ご検討をお願いいたします。

○栗原教育総務課長 検討をさせていただきます。

○福田委員長 ほか、ございますか。

              〔「ありません」との声あり〕

○福田委員長 次に 50ページから56ページ、図書館基本計画のご説明をお願いいたします。

○栗原教育総務課長 50 ページ、14「新たな収集方針の策定と計画的な蔵書構成」です。

  ここにつきましては文言等の修正はございませんが、評価に対して修正意見がございます。

1名の委員からＢからＡ評価ということで修正意見をいただいております。

52ページ、15「他の機関との連携・協力の推進」でございます。

ここにつきましては文言の修正はございませんが、評価につきましてＢからＡ評価という

修正意見を1名の委員からいただいているところでございます。53ページ、データのところ

につきまして、4庁内からのレファレンスというところで文字等の修正を加えております。

54ページ、16「図書館サービスの拡充」でございます。

ここにつきましては意見をいただいておりますが、文言等に反映されているということで

修正は加えておりません。55ページの実績につきましては、2の対面朗読利用状況につきま

して延べ利用件数と延べ利用時間について修正しているところでございます。

56ページ、17「利用拡大に向けた効果的な運営」でございます。

ここにつきましても意見をいただいておりますが、文言等につきましては修正は加えてお

りません。

以上でございます。

○福田委員長 それでは、50ページから57ページの図書館基本計画のご質疑をお願いします。

  はい、伊藤委員。

○伊藤委員 52ページの評価についてですが、立川市の状況をうまく考えた上で連携を進めて

いただいていると思いますので、Ａと評価いたしました。 その辺は事務局でまた検討をお

願いします。

○福田委員長 ほか、ございますか。

              〔「ありません」との声あり〕

○福田委員長 最後に、58 ページから 62 ページまで、第 2 次子ども読書活動推進計画のご説

明をお願いいたします。

○栗原教育総務課長 58 ページ、18「学校と学校図書館の取組（学校図書館の活性化）」です。

これにつきましては修正はございません。ただし、59ページ、実績の一番下でございます。

5 学校図書館の図書購入（再掲）でございますが、それぞれ小学校の購入冊数、購入金額、

中学校の購入冊数、購入金額につきましてデータを修正させていただいております。

60ページ、19「地域や家庭の取組（乳幼児からの読書のきっかけづくり）」でございます。

  ここにつきましては修正を加えています。今後の方向性、文言の最後、「さらなる啓発を図
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っていく。」ということで文言を修正させていただいております。

62ページ、20「立川市図書館の取組（読書の専門機関としての計画の推進と支援）」です。

ここにつきましても修正がございます。成果・課題のところで以前がボランティア養成研

修と表現しておりましたが、「ボランティア向け講座」ということで文言を修正させていただ

いております。また、評価がＢからＡという意見を1名の委員からいただいるところでござ

います。63ページの実績、2の定例おはなし会参加状況でございますが、西砂図書館の子ど

もの参加者数と合計欄、それぞれ実績の数字を修正させていただいております。

説明は以上でございます。

○福田委員長 それでは 58ページから 63ページ、第2次子ども読書活動推進計画のご質疑を

お願いいたします。

              〔「ありません」との声あり〕

○福田委員長 教育委員会の点検・評価についての協議を終了いたします。

  はい、田中委員。

○田中委員 私から 1点だけ要望です。平成 26年度教育委員会点検・評価の基本方針の趣旨の

中に、開かれた行政と効果的な教育行政の一層の推進を図るという一文があります。つきま

しては外部評価委員の先生が 4人いらっしゃるわけですが、その4人の先生方にお願いした

いと思います。事務局評価、そして私ども教育委員の評価を踏まえて今後の方向性を示した

わけですので、是非、今申し上げたように開かれた行政あるいは効果的な教育行政の一層の

推進、これを市民に分かりやすく公開するといった2つの観点、それを踏まえて実現可能な

あるいは実効性の可能なそういうコメントを是非お願いしたいと思います。つきましては、

大事なことは事務局から丁寧にこの経過、内容、取組、その辺りをご説明いただいて、より

適切なコメントを頂戴できるようにお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。

○福田委員長 外部評価委員に対するご要望でございます。

ほか、ございますか。

             〔「ありません」との声あり〕

○福田委員長 それでは、教育委員会の点検・評価について、お諮りします。

  ご提案のとおり承認することにご異議ございませんか。

              〔「はい」との声あり〕

○福田委員長 異議なしと認めます。よって、協議（1）教育委員会の点検・評価については承

認されました。

    

    ◎協  議

     （２）図書館の臨時休館について

○福田委員長 次に、協議（2）図書館の臨時休館ついて、を協議とします。

  お手元の資料、図書館の臨時休館についてをご参照願います。

  小宮山図書館長、ご説明をお願いいたします。
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○小宮山図書館長 図書館の臨時休館についてご説明申し上げます。

  本協議事項は、「海の日」の臨時休館についてのもので、昨年同様お諮りしているものでご

ざいます。

立川市図書館は通常ですと祝日は開館日となっておりますが、海の日につきましては中央

図書館が入っております建物、ファーレ立川センタースクエアの法定電気設備点検が行われ

るため、建物全体が停電ということで図書館のコンピュータも全て停止いたしますので開館

のできない状況でございます。したがいまして、図書館条例第6条但し書きの教育委員会が

特に必要であると認めたとき臨時休館を行うことができる、の規定に基づきまして、本年 7

月 21日月曜日、「海の日」につきまして中央図書館及び地区図書館全館で休館としたいとい

うものでございます。

なお、停電のために利用者の皆様には大変ご不便をおかけいたしますので、7月 10日号広

報に掲載するほか、ホームページ、ツイッター、館内掲示等周知を図ってまいります。「海の

日」の翌日の 22日火曜日は普段の平日どおり開館いたします。

説明については以上でございます。

○福田委員長 図書館の臨時休館についての説明を終了いたします。中央図書館だけでなくて、

中央図書館が入っているビル全体の電気系統の点検整備ということです。そして図書館全体

のシステムが作動できなくなるということです。そして全図書館を臨時休館としたいという

趣旨でございます。

これより質疑及び協議に移ります。ご質疑をお願いいたします。

            〔「ありません」との声あり〕

○福田委員長 図書館の臨時休館についての協議を終了いたします。

図書館の臨時休館について、お諮りします。

ご提案のとおり承認することに異議ございませんか。

            〔「はい」との声あり〕

○福田委員長 異議なしと認めます。よって、協議（2）図書館の臨時休館については承認され

ました。

    

    ◎報  告

     （１）今年度の通学路安全等に関する取組みについて

○福田委員長 次に、報告に入ります。

報告（1）今年度の通学路安全等に関する取組みについてでございます。

  お手元の 2 枚綴りの資料、平成 26 年度以降の通学路等合同点検について及び平成 24．25

年度通学路等合同点検対応状況について（概要）をご参照願います。

  大石学務課長、ご説明等お願いいたします。

○大石学務課長 平成26年度以降の通学路等合同点検についてということで、今年度、本定例

会の中で一度ご報告申し上げた後に、立川市の通学路等安全推進会議を開催いたしまして、
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そこで今年度の方向性を決めましたのでご報告させいただきます。

  資料をご覧ください。点検の目的といたしまして、平成 24．25年度で通学路等の合同点検

を実施しておりますが、この趣旨は、今後とも継続していくということを確認しております。

2 番の点検の方法でございますが、今年度以降は 2 通りの方法を並行して行っていきたい

と思います。その①でございますが、新規点検箇所の掘り起し、こちらはこれまでの点検方

法の流れを含むものといたしまして、市内全域から、前年度と比較しまして大きく状況が変

化した通学路、こちらに例示させていただいておりますが、新しく道路築造があったあるい

は大規模な開発事業が行われて、それによって点検が必要になった、あるいは信号機や横断

歩道などの道路施設等に変更があって、車の流れ、人の流れが変わったことで点検が必要に

なったといったような箇所をピックアップいたしまして、通学路等を安全推進会議のメンバ

ーでその点検箇所について検討して、その年度の点検箇所を決定した上で新規の点検として

行うということを考えております。次期の実施時期につきましては、夏休み後に実施を予定

しております。

②でございますが、既存点検箇所のフォローアップです。こちらが今年度以降新たに行っ

ていきたいと思っております点検箇所です。こちらは市内をいくつかの区域に分けまして、

過去にその区域内で点検を行った箇所につきまして、1 つには、対応結果について再検証が

必要と考えられる箇所、対策が実際にできなかった箇所あるいは対策の成果が十分ではない

のではないかというような箇所をピックアップする。もう 1つには、対応を行った成果が顕

著に表れており、全市的にこういった対応の仕方というものを周知していく必要があるので

はないか、周知する効果があるのではないかと考えられる箇所などの再点検を行いまして、

その結果をほかの学校にも周知していくといった方法の二本立てを含めて、既存点検箇所の

フォローアップという形で行っていく、この 2つの方法を考えております。②のフォローア

ップにつきましては、夏休み前に実施したいと考えております。

3番の 26年度の実施方法ということでございますが、今、2つの方法のうちの全市の新規

点検箇所の掘り起しにつきましては、今後各学校で調査を行いまして、夏休み後に新しい箇

所、各学校から挙がってきたものについて推進会議の中で実施箇所を決定して点検を行いた

いと考えています。今は各学校へ調査ということしか書いておりませんが、実際には庁内の

関係各課、あるいは警察等から情報提供を広く募集いたしまして、それらの中から点検箇所

を伝えていきたいと考えております。それから、②の既存箇所のフォローアップにつきまし

ては、今年度は初めての試みとなりますので、推進会議に出ていただいております小学校の

校長会代表・小学校ＰＴＡの代表とともに、今回は十小から出ていただいておりますので、

まず十小におきまして過去の点検箇所の中からどのような状況かということを再検証を行っ

て、今年度、やり方についてのノウハウをまずつくりたいと考えております。27年度以降は

それを踏まえまして区域分けですとか、何年に一度といった点検サイクルといったものをつ

くっていきたいと考えております。

最後に 4番の結果の公表でございますが、年度ごとの点検結果につきましては、教育委員
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会の学務課でホームページに一覧として掲載をしていくと同時に、各学校のホームページの

再構築作業を今行っておりますので、こちらの中に図面を用いた地図等を使用し情報発信と

いう形で広く周知していきたいと考えております。

  もう一枚の資料をご覧ください。こちらは平成 24.25 年度通学路等合同点検対応状況につ

いての概要版です。この前のページのところで申し上げました広く公表していくという形を

今後つくっていきたいと考えておりますが、平成 24.25 年度の点検について、まず一旦点検

の結果とそれに対してどのような対応を行ったか、対応の仕方ということを述べさせていた

だいております。まず上段部分、24 年度の点検分でございますが、点検件数が 78 箇所ござ

いました。このうち 24年度中に対応ができたとなっておりますのが 58箇所、25年度、一部

26年度にかかったものもございますが、基本的には 25年度中に残りの20箇所も概ね対応が

できているということで結果を載せています。今後はこちらをさらに学校別に詳しくしたも

のを公表させていただきたいと思っています。その際にはまた経過の中で示させていただき

たいと思います。その下半分ですけれども、25年度の点検分につきましては、25年度中に対

応ができた箇所、あるいは平成 26年度以降、点検の継続をしている箇所、対応の継続をして

いる箇所あるいは対応方法の検討をしている箇所といった部分がございますので、これらに

つきましては今後対応を進める中で改めてご報告をさせていただきたいと考えています。

以上でございます。

○福田委員長 ご説明ありがとうございました。今年度の通学路安全等に関する取組みについ

ての報告を終了いたします。

  これより質疑に移ります。ご報告内容を踏まえ、ご質疑をお願いいたします。

  田中委員。

○田中委員 平成 26 年度以降の通学路等合同点検についての具体的な方向性を示していただ

いて、ありがとうございました。特に新規点検箇所の掘り起し、あわせて初めての試みであ

る既存点検箇所のフォローアップ、非常に大事なところに注目されて取り組んでいらっしゃ

ると感謝しています。管下の小中学校の児童・生徒から交通事故を絶対に起こさないといっ

た取組がこの中から見てとれて本当に感謝しています。

  そこで1点だけお伺いしたいのですが、平成 24年度点検分の点検件数が 78箇所、平成25

年度点検分の点検件数は 85箇所、合計163箇所あります。これらを踏まえながら、4の結果

の公表のところに出ていますけれども、先ほど大石学務課長から説明がございましたように、

教育委員会学務課でホームページに掲載し、あわせて各学校のホームページで地域安全マッ

プの活用を考えながら情報発信するとのことでした。これについては教育委員会学務課及び

学校ホームページでの情報発信はいつ頃をお考えでしょうか。時期についてお伺いしたいと

思います。

○福田委員長 大石学務課長、お願いします。

○大石学務課長 本来であれば 24 年度、25 年度ということで公表がされていなくてはいけな

いところだと思っております。その上で結果の公表ということでは、現在、どのような地図
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データを使うべきか、既存の地図ですと版権等の関係がございます。また、こちらで地図を

作成するというのはすぐにはできないものですから、そのあたりを今精査しております。分

かりやすい地図でなおかつ版権の問題がクリアできるもの、こちらに点検箇所を載せた形で

あげたいと思っておりますので、今年の点検もございますけれども、この点検の時期をあわ

せながら、秋口から年内の中で、できるだけ前倒しをしていかなければならないと思ってお

ります。

○田中委員 大石学務課長から説明がありましたように、できれば時期的には夏休みの実施を

予定して下さるのが一番良いわけですけれども、できるかぎり前倒しして早目に市民に提供

することは必要だと思いますので、その辺のご努力をよろしくお願いします。

○福田委員長 ほか、ございますか。伊藤委員。

○伊藤委員 通学路の安全に関する点検というのは基本的には交通安全ということで、その他

のところも、例えば用水路のとこに塀がないとか、そういうようなことは別の面で考えてい

らっしゃるのか、こういう中で一緒に検討するべきなのかどうなのか教えていただければと

思います。

○福田委員長 大石学務課長、お願いします。

○大石学務課長 今私どもで行っております通学路等の合同点検の対象はあくまでも通学路、

中学になりますと通学区域となります。この中で以前からも交通事故等の危険性が高まった

箇所を中心に保護者、学校のほうから点検箇所を挙げていただいております。今、委員がお

っしゃったようなケースは私どもだけで対応できない部分もございますので、これは保護者

や学校あるいは一般の市民の方を含めて、いろいろな形でのご要望をいただいているかと思

いますが、それにつきましては庁内の他の課とも連携を図りながら対応をしていきたいと思

います。

○伊藤委員 これは交通安全についての集計であって、その他の危険箇所は含まれていないの

か、そういう意味で確認をさせていただきました。

○福田委員長 教育委員会の学務課と警察、学校や安協、地域の方々、行政の中では道路課等

の密着した連携が必要でございます。子どもの一番大事な登下校の安全の確保でございます

ので、特に新規点検箇所の掘り起こしにつきましても十分な対応をお願いしたいと思います

○小町教育長 関連して、伊藤委員からご質問があった部分ですけれど、学校ごとに地域安全

点検ということで、子どもとＰＴＡ含めて実際に歩いてみて、この公園のこの部分が暗いと

か、この道路は行き止まりだとか、先ほどあった用水路の話で危険箇所、地図上に学校ごと

にプロットして取り組んでおります。

今回の件に関しては通学路ということで、交通事故が多かったということでそれを起点に

して行っていますので、そういったものを合わせながらマップ上に落とせないか、ネット上

のマップに落とせないかなというのは課題意識がございます。そういうフリーソフトもある

そうなので、そういったことも含めて検討していきたいと思います。学校の安全マップは手

描きなので温かさがあっていいんですけれども逆に見にくいところがございます。そういっ
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たところでホームページ上に載せる形で何とかできないか考えていますので、委員ご指摘の

部分、通学路以外の安全も含めまして情報発信を検討していきたいと思います。

○福田委員長 通学路にとどまらず安全対策等についての工夫をお願い申し上げます。

○田中委員 今、小町教育長から説明があったように、これまでは十分ネット上で取り扱いが

なかったわけです。今回課題意識を持ってとおっしゃった点は非常に大事だと思います。な

ぜかと言いますと、区域外から来ている小学生もいます。そういう子どもたちが隣接した区

域の交通安全についての注意喚起をする箇所を学務課で知ることによって交通事故等につい

て防げるのではないかと思いますので、ネット上での掲載については本当に感謝しておりま

す。よろしくお願いします。

○福田委員長 ほか、ございますか。平山委員。

○平山委員 2 点お伺いしたいのですけれども、既存点検箇所のフォローアップのところで、

再検証が必要と考えられる箇所とありますが、どこが判断するのかということと、今回の対

応ではどこが対応しているのかということを明記されておりますが、点検をしていて保護者

が一番戸惑うのは、こういうケースはどこが窓口になっていただけるのか非常に分かりづら

いので、その辺を明確にしていただけるとありがたいと思いますのでよろしくお願いします。

○福田委員長 大石学務課長、お願いします。

○大石学務課長 2 点ご意見をいただきました。まず 1 点目でございますが、既存点検箇所の

フォローアップで再検証が必要と考えられる箇所の部分でございます。こちらにつきまして

は、当然私どものほうにもこれまでの点検箇所というのは蓄積しているものもございますけ

れども、正直、全部の箇所を私どもが常に見るということはなかなかできないものですから、

まずは学校やＰＴＡのほうからご意見をいただくというところから始めていきたいと考えて

います。

  もう 1点、ＰＴＡ、保護者の方からいろいろなご意見、ご感想をいただくときの窓口とい

うことでございますけれども、通学路のことにつきましては私どもで窓口という形を取らせ

ていただきたいと思っていますので、今後情報発信を含めて私どものほうで管理していきた

いと思っております。

○福田委員長 様々な事情で区域外や立川市外から公共の交通機関を使って通学をなさってい

る方もいます。その子たちについてはどうですか。

○大石学務課長 まず1つには市内で指定校変更をして来ていただいているお子さんの場合に

は、市内での移動になりますので、先ほどご意見をいただきましたとおり、どういった通学

路でどういう所が危険かということをきちんと提示させていただくことで、例えば隣接する

区域であってもその学区域の危険箇所等を分かるような形にしていきたいと思っています。

もう 1つ、市外から通っているお子さんにつきましては、市内に入った時点では、今申し上

げたことと同じように全体的に情報をご提供できるようにはしていきたいと思っております。

公共交通機関等を利用されて来る場合は私どものほうで追いきれない部分がございます。自

転車ということはないかと思いますので、市内に入って徒歩で通学という場合は、全体のデ
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ータというのはご覧いただいているようにそのような仕組みを今後つくっていきたいと思っ

ております。

○福田委員長 適応指導教室の児童生徒についても同様に扱うわけでしょうか。この子たちの

通学路についても概ね規定をしているんですか。その辺は指導課長、どうですか。

○泉澤指導課長 確認がとれておりませんので、確認して改めて報告いたします。

○福田委員長 同様の対応をお願いしたいと思っていますけれども、ご検討ください。

ほか、ございますか。

               〔「ありません」との声あり〕

○福田委員長 ないようでございます。今年度の通学路安全等に関する取組みについての質疑

及び報告を終了いたします。

○福田委員長 次に、その他に入ります。

  その他、ございますか。

               〔「ありません」との声あり〕

       

     ◎閉会の辞

○福田委員長 次回の日程確認を行います。次回、平成 26年第 13回立川市教育委員会定例会

を平成 26年 7月 17日木曜日、午後1時半より、205会議室にて開催いたします。

  以上で、平成 26年第 12回立川市教育委員会定例会を閉会いたします。

午後４時４５分
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署名委員

…………………………………………………………………………………………………………

委 員 長


